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2 主 催 社会福祉法人　全国社会福祉協議会

3 企 画・運営 障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会
（全国社会就労センター協議会、全国身体障害者施設協議会、
全国社会福祉法人経営者協議会、全国救護施設協議会、
全国身体障害者福祉施設協議会、日本知的障害者福祉協会（障害関係団体
連絡協議会より））

4 開催方法 対面開催および録画配信

5 日 時 令和６年１月29日（月）10：00 ～ 17：00

録画配信  令和６年２月13日（火）～３月８日（金）

6 会 場 全社協・灘尾ホール
（〒 100-8980 千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル LB階）

令和４年８月、国連障害者権利条約の日本の実施状況に関する初めての審査が行われ、
総括所見で数多くの指摘がなされました。加えて、令和６年４月施行予定の「改正障害
者差別解消法」では、事業者による障害のある方への「合理的配慮の提供」が義務化さ
れるなど、これまで以上に虐待防止に向けた取り組みの強化が求められています。
また、令和３年度の障害福祉サービス等報酬改定では、虐待防止にかかる体制整備や
従事者への研修実施など各事業所での取り組みの強化や、虐待防止マネジャーの設置や
役割が示され、運営基準が改正されました。障害者総合支援法に示されている障害者支
援施設等には、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制整備と、従業者に対す
る研修等の措置が、令和４年度より義務化されたほか、令和５年度からは身体拘束廃止
未実施減算の適用が開始されました。
全社協・社会福祉施設協議会連絡会では、今年度新たに、虐待・権利侵害根絶取組事
例紹介サイト「気づくことで、傷つけない未来へ」を公開しました。利用者、地域住民
の人権や尊厳を守り、福祉施設・事業所での虐待・権利侵害の根絶に取り組み続けるこ
とを発信し、ともに支え合う地域社会を構築するための取り組みをさらに進めています。
本研修会は、虐待防止マネジャーや虐待防止・権利擁護の取り組みを担う職員を対象
とします。事業所が遵守すべき事業所責務に関する理解を確実なものとするとともに、
虐待を生まない支援のあり方や体制構築につなげるための知識、実践的なスキルを学び、
各事業所の虐待防止に関わる取り組みの強化につなげることを目的として開催します。

1 趣 旨
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7 プログラム

時　間 内　容
9：30 受付

10：00 開会あいさつ

10：05 ～
10：50
（45分）

基調説明
「施設・事業所、虐待防止マネジャーの虐待防止のための取り組みについて」
　令和４年度に義務化された各事業所単位での虐待防止の取り組み内容を確認
するとともに、虐待防止のために虐待防止マネジャーに求められる視点を考察
する。
【講師】障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会 座長　三浦　貴子　　

10：50～
11：30
（40分）

行政説明
「虐待防止のための取り組み状況」
　国の「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」のポイ
ントを中心に、全国的な虐待防止マネジャーの取り組み状況や、施設・事業所
に求められる対応等について説明する。
【講師】厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課

地域生活支援推進室　虐待防止専門官　松崎　貴之　氏

11：30～
12：40

昼休憩

12：40 ～
13：50
（70分）

連続レポート
　虐待防止・権利擁護のための施設・事業所等の取り組みを振り返るとともに、
評価と課題、展望を紹介する。
【進行】障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会 委員　川本　明良　　
【コメンテーター】東洋英和女学院 名誉教授　石渡　和実　氏
（全社協・障害者虐待防止の研修のためのガイドブック（暫定版）改訂委員会委員長）
【登壇者】
　◎中野区仲町就労支援事業所 所長　井上　忠幸　氏（東京都）
　◎救護施設　聖和苑 主任指導員　田方　勇二　氏（山口県）
　◎障害者支援施設　ひらきの里 施設長　松本　　正　氏（山口県）

（15分） 休憩

14：05 ～
15：55
（110 分）

演習※録画配信はございません
　事前課題に記載した自施設での取り組みや実践をもとに、虐待防止・権利擁
護について意見交換する。

（15分） 休憩

16：10 ～
16：50
（40分）

全体会（振り返り）
　演習成果を共有し、障害者支援施設・事業所、厚生関係施設の各視点で重要
な取り組みや考え方を紹介して研修を振り返る。
【コーディネーター】障害者虐待防止マネジャー研修会運営委員会

委員　油谷　佳典　　
【登壇者】障害者虐待防止マネジャー研修会　運営委員会　委員等

16：50 閉会あいさつ

大学
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8 定 員 会 場 参 加 200名（定員となり次第締切）

録画配信参加 定員設定なし

9 参加対象 障害者支援施設・事業所における虐待防止マネジャー、虐待防止委員会の
責任者（委員長）・管理者、厚生事業関係施設等における虐待防止のリー
ダー職員　等

10 参 加 費 会 場 参 加 1名あたり 12,500円（録画配信視聴も可能です）

録画配信参加 1施設・事業所あたり 15,000円

※　会場参加の方には、研修会の資料（冊子）一式に加えて、『全社協・障害者虐待防止の研修
のためのガイドブック（暫定版）』を配布いたします。

※　録画配信参加の場合は、お申し込みいただいた施設・事業所に研修会の資料（冊子）一式
をお送りいたします。

11 申し込み締切 令和５年 12月 18 日（月）

　※　会場参加・録画配信参加どちらも上記期日までにお申し込みください。

12 申し込み方法
申し込みの受付は、名鉄観光サービス（株）MICE センターが執り行います。
下記専用サイトよりお申し込みください。

https://www.mwt-mice.com/events/gb20240129

申し込み時に入力されたメールアドレスに、申込完了および参加費お振込のご案内メールをお
送りします。案内に従って参加費の振り込みをお願いします。
※　案内期間でご対応が難しい場合は、 名鉄観光サービス（株）MICE センターに申込サイトの
トップ画面の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡をお願いします。

•　変更・取消について
【申込締切日迄】お申込みの際にご登録いただいたメールアドレス・パスワードを入力して「ロ
グイン」し、各自、変更等お手続きをお願いします。
【申込締切日後】申込サイトのトップ画面の「お問い合わせ」ボタンより変更等の内容をご記
入いただき、お送りください。

•　参加費ご入金後、および令和５年 12月 22 日（金）以降の取消には、参加費の返金はせず、
研修資料の送付をもってかえさせていただきます。予めご了承ください。

13 情報保障
会 場 参 加

手話通訳・要約筆記等をご希望される方は、お申し
込みの際にご記入ください。

録画配信参加 字幕を表示いたします。
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14 事前課題の提出について
虐待防止に向けた取り組み等を共有するため、「事前課題」（事前提出用シート）を参加施設・
事業所ごとにご提出いただきます。
「事前課題」は、提出されたデータをそのまま研修資料として参加者に提供・共有します（事務
局による編集・加工はいたしません）。予めご承知おきください。あわせて、個人情報の取り扱い
に十分ご留意願います。
※資料として配布するため、録画配信参加の場合も提出をお願いいたします。
　未提出の場合、参加・視聴をご遠慮願うことがあります。

《提出方法・留意点》
①申し込み受付サイトおよび参加費請求の案内メールに記載されている URL をクリックし、
WEB（Google フォーム）上でご入力ください。
※申し込み受付サイトには、下書き用の様式（Word）をご用意しておりますので、ご活用く
ださい。

②１施設につき、１回答ご提出をお願いします。複数名参加される場合は、代表で１名の方が
お取り組みください。
③提出期限：令和５年 12月 25 日（月）23:59　必着

15 個人情報の取り扱い

（１）本研修会の参加にあたり提供を受けた個人情報は、申し込み受付等委託業者（名鉄観光（株）
MICE センター）と研修会動画制作等業務委託業者（（株）インターコミュニティ）と全国社会
福祉協議会事務局で共同利用いたします。

（２）参加者の交流に資するため、提供情報をもとに参加者名簿（都道府県名、参加者氏名、施設・
事業所名、事業種別、役職名等）を作成し、参加者に配布いたします。

（３）個人情報は、本会プライバシーポリシーに基づき、参加申し込み受付など、研修会の運営に
必要な範囲内で使用いたします。

「全社協個人情報保護に関する方針」https://www.shakyo.or.jp/kojin.html

研修会に関するお問い合わせ先
　 全国社会福祉協議会　高年・障害福祉部〔 担当：吉本、及川〕

〒 100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル
TEL 03-3581-6502　FAX 03-3581-2428　E-mail：z-ks-seminar@shakyo.or.jp

参加申込に関するお問い合わせ先

　 名鉄観光サービス株式会社　MICE センター〔 担当：下枝、冨永、柴田〕
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2　新霞が関ビル
TEL 03-3595-1121　FAX 03-3595-1119　受付時間：平日 10:00 ～ 17:00
土日祝日・年末年始休業
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全社協・灘
なだ

尾
お

ホール周辺図／アクセスマップ

【最寄駅】
・東京メトロ [ 地下鉄 ]  丸ノ内線／千代田線／日比谷線「霞ヶ関駅」 A13 出口より徒歩８分
・東京メトロ [ 地下鉄 ]  銀座線「虎ノ門駅」11 番出口､ または 5･6 番出口より徒歩５分
【羽田空港からのアクセス】
・羽田空港（京浜急行）→ JR   品川駅→（山手線 /京浜東北線）→ JR 新橋駅（銀座線に乗換）→
虎ノ門駅下車

・羽田空港（京浜急行―都営浅草線乗入れ）→ JR 新橋駅（銀座線に乗換）→虎ノ門駅下車
・羽田空港（東京ﾓﾉﾚｰﾙ）→浜松町（JRに乗換）→ JR新橋駅（銀座線に乗換）→虎ノ門駅下車
【主要駅（JR）からのアクセス】
・東京駅 →丸ノ内線に乗換・霞ヶ関駅下車、もしくはタクシーで約 10～ 15分
・新宿駅 →丸ノ内線に乗換・霞ヶ関駅下車（または中央線四ツ谷駅で丸ノ内線に乗換）
・池袋駅 →丸ノ内線に乗換・霞ヶ関駅下車（または山手線新宿駅で丸ノ内線に乗換）
・渋谷駅､ 上野駅、新橋駅    →銀座線に乗換、虎ノ門駅下車

全社協（LB階：灘尾ホール）


